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 国土調査事業十箇年計画（案）  

 

 

 

 

国土調査促進特別措置法（昭和３７年法律第１４３号）第３条第１項に規定

する国土調査事業十箇年計画を次のとおり定める。 

 

１ 地籍調査 

 地籍調査の優先実施地域1を中心に地籍の明確化を促進するため、令和２

年度からの十箇年間に実施すべき国土調査事業の量及び調査の迅速かつ効

率的な実施を図るための措置に関する事項は、次のとおりとする。 

 

 （事業の量） 

・ 地方公共団体又は土地改良区その他の国土調査促進特別措置法施行令

（昭和４５年政令第２６１号）第１条各号に掲げる者が行う地籍調査

の調査面積は、１５，０００平方キロメートルとする。 

・ 国の機関が地籍調査の基礎とするために行う基本調査の調査面積は、

４５０平方キロメートルとする。 

 （調査の迅速かつ効率的な実施を図るための措置に関する事項） 

・ 土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第１２号）により

改正された国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）等に基づき、地

籍調査の迅速かつ効率的な実施を図る。具体的には、所有者探索のた

めの固定資産課税台帳等の情報の利用、筆界案の公告による調査、地

方公共団体による筆界特定の申請など、所有者不明等の場合でも調査

を進められるような新たな調査手続の活用や、都市部における官民境

界の先行的な調査（街区境界調査）、山村部におけるリモートセンシン

グデータの活用など、地域の特性や技術の進展に応じた効率的な調査

手法の導入を、関係省庁において連携を図りつつ促進する。 

・ 新たな調査手続や効率的な調査手法の導入の促進に当たっては、地籍

調査に関する助言を行う有識者等の地方公共団体等への派遣、基本調

                                            
1 「優先実施地域」とは、土地区画整理事業等の実施により地籍が一定程度明らかになってい

る地域及び大規模な国・公有地等の土地取引が行われる可能性が低い地域（防災対策、社会

資本整備等のために調査の優先度が高い地域を除く。）を、地籍調査対象地域（脚注２参照）

から除いた地域である。 
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査の実施による効率的な調査手法の実施事例の蓄積及びその普及、地

方公共団体と法務局との連携の促進などを通じ、地方公共団体等への

継続的な支援に取り組む。 

・ 防災に関する計画、社会資本整備に関する計画、森林及び林業に関す

る計画、経済財政に関する計画その他の国の基本的な計画の趣旨を踏

まえつつ、防災対策、社会資本整備、まちづくり、森林施業・保全、

所有者不明土地対策等の施策と連携した地籍調査を戦略的に推進する。 

 

あわせて、民間事業者、公物管理者等の測量成果も活用した地籍整備の推

進を図るため、国土調査以外の測量及び調査の成果について国土調査と同等

以上の精度又は正確さを有するものとして国土交通大臣等が指定する制度

の更なる活用を促進するとともに、街区を形成する道路等の管理者等との更

なる連携を図る。 

これらにより、地籍調査対象地域2全体での進捗率3を全国で５２％（令和

元年度末時点）から５７％（令和１１年度末時点）とし、特に人口集中地区

においては２６％から３６％、人口集中地区以外の地域のうち林地において

は４５％から５２％とすることを目標とする。 

また、優先実施地域での進捗率4を全国で７９％から８７％とし、特に人

口集中地区においては３３％から４６％、人口集中地区以外の地域のうち林

地においては７８％から８８％とすることを目標とする。 

このほか、地籍調査に未着手の市町村又は休止中の市町村について、それ

ぞれの地域の実情を踏まえた対策等を講じることにより、その解消を目指す。 

 

２ 土地分類調査 

土地本来の自然条件や土地の改変状況、災害履歴等を把握するため、令和

２年度からの十箇年間に実施すべき国土調査事業の量及び調査の迅速かつ

効率的な実施を図るための措置に関する事項は、次のとおりとする。 

 

（事業の量） 

・ 国の機関が土地分類調査の基準の設定のために行う基本調査の調査面

                                            
2 「地籍調査対象地域」とは、全国土から国有林野、公有水面等を除いた地域である。 
3 「地籍調査対象地域全体での進捗率」とは、地籍調査対象地域全体の面積に対する地籍調査

実施地域の面積の割合である。 
4 「優先実施地域での進捗率」とは、地籍調査の優先実施地域の面積に対する地籍調査実施地

域の面積の割合である。 
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積は、人口集中地区及びその周辺を対象に、２０，０００平方キロメ

ートルとする。 

（調査の迅速かつ効率的な実施を図るための措置に関する事項） 

・ 土地分類調査の迅速かつ効率的な実施を図るため、解析技術等の進展

を踏まえた効率的な調査手法の導入を図るとともに、地域の現況や災

害リスク等を勘案し、緊急に情報整備する必要性が高い地域について

優先的に実施する。 

 

３ 計画の見直し 

この計画は、今後の社会・経済の動向、財政事情等を勘案しつつ、中間年

にその実施状況を検証するとともに、当該検証を踏まえ、必要に応じて見直

すものとする。 


